
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シルバー通信 （ 公 社 ） 若 狭 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 

第 94 号  令和８年２月 25 日 普及啓発部会 

○地区別懇談会および会費集金のご案内 
 
」 

 今年度も、地区別懇談会を実施します。 

 若狭シルバー人材センターの会員としての基本的な話をさせていただきますので、すべての会員のみなさまのご

参加をお待ちしております。また会費の集金も行いますので、よろしくお願いします。 

金額は、 ２，９００円 です。 

 会費と一緒に就業承諾書(反社会的勢力との関係が無いことの誓約書)の提出もお願いします。就業承諾書をいた

だいていない方は原則仕事をお願いできませんので(年度替わりの更新含む)、3月中の提出にご協力ください。また

会費未納の方は、わかさ会等のセンターの活動にも参加できませんので、よろしくお願いします。 
 

・地区別懇談会日程 

サン・サンホーム小浜    令和８年３月１６日(月) 13:30～15:00 

おおい町町民福祉センター 令和８年３月１７日(火) 10:00～11:30 

小浜市働く婦人の家  令和８年３月１８日(水) 13:30～15:00 

ぶらっと(名田庄公民館)    令和８年３月１９日(水) 10:00～11:30 

 ※当日ご都合の悪い方は、４月末までに会費(会員保険掛金上)と就業承諾書を事務局まで提出お願いします。 

※懇談会参加者にはお茶と粗品をお渡しさせていただきます。 

また、景品ありのクイズ大会などを予定しています。ご参加お待ちしています。 
 

○夫婦会員の会費割引制度 

  令和８年度より、夫婦で会員になっていただいている方は、事務局にある用紙に記入していただきましたら、 

どちらか一方の正会員費を割引(-1,200円)いたします。 

○退会の際の手続きと令和８年度会費について（重要） 

  会員は自動で退会することはありません。退会時は退会の手続きしていただくこととなっております。 

これは「人伝えの連絡の行き違い」等を防ぐためです。 

そのままにしておくと、次の年度の、会費の支払い義務が発生してしまいます。 

退会届は事務局にありますので、来ていただければ手続きができます。本人でない場合は認印が必要です。 

 

３月までに退会届け提出 ：令和８年度会費は発生しません 

４月から総会までに提出 ：令和８年度中に就業した場合は会費が発生します 

総会以降   ：就業の有無に関係なく会費が発生します 

 

 会費は、在籍しているみなさんへのシルバー保険加入等に使われます。退会の手続きをして 

いない場合、令和８年度の会費の支払い義務があります。 

 ３月初旬より事務局にて受付可能です。また地区別懇談会でも会費の集金をいたしますので 

よろしくお願いします。 

◇ 安 全 就 業 ス ロ ー ガ ン の 募 集 に つ い て 

 安全就業に係る意識の啓発に活用する事を目的に、会員の皆様から安全スローガンを募集いたします。 

応募いただいた中から、若狭シルバー人材センター安全適正就業委員会で選考し、８年度のスローガンと致します。 

応募方法は、事務局窓口で申し込んで頂くか電話やメールでも結構です。 

        ☏５６－５１１５       e-mail:wakasa@sjc.ne.jp 
                                           締め切り ３月１０日（火） 

７年度 若狭シルバー人材センター 安全就業スローガン 

            「事故もなく 家族のもとへ 待つ笑顔」     S.U 

 

                                              
 

 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1561183494/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5zamMubmUuanAvbWluYW1hdGEv/RS=%5EADBcGnqSAEfmDPNzQpcMAVUMQsVTYI-;_ylt=A2RivbeGcwxd9H0AegmU3uV7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当センターの安全ヘルメットが、最新型になりました。 

＊安全ヘルメットは、製造年月から最長５年経過で、 

交換目安となっています。 

ご自分のヘルメットを確認し, 

交換をお願い致します。  

＊当センターの指定ヘルメットは、 

軽くて低重心で頭頂部が低く、 

飛来落下物用と墜落時保護用と 

兼用している高性能なヘルメッ 

トです。 

〇草刈安全講習会 

 

日 時：令和８年３月１２日（木）１０：００～ 

場 所：サンサンホーム １階 多目的ホール 

内 容：講 演 

 講師 小浜警察署 交通課 課長 山田和義 様 

      「高齢者の交通事故について」 

 講師 適性就業パトロール指導員 舟澤玄有 様 

     「県内事故発生状況と事故防止について」 

    DVD視聴  

     「仕事の原点」 愛知県シルバー連合 

対象者：全会員 就業会員は必ず受講して下さい。 

◇ お 知 ら せ ! 

 

日 時：令和８年４月１６日（木）小浜会場 １０：００～ 

               おおい会場 １４：００～  

場 所：小浜会場 

実技 若狭の里公園 

     座学 福井県立若狭歴史博物館 １F 研修室 

    おおい会場  

実技 総合運動公園 公園内 

     座学 総合運動公園体育館内 研修室 

内 容： 刈り払い機の操作使用中の注意点 DVD視聴 

対象者：刈り払い機を使用し就業する会員と希望者。 

〇安全講習会 

 

○事務局が把握していない就業への保険適用は出来ません。 

 
一昨年の１１月より発行した「フリーランス法」による就業条件の事前明示や、

昨年４月より契約方法が発注者とシルバーの契約に会員が同意する形の包括的契

約と変更になったことにより契約が成立するためには「会員・センター・発注者」

の三者の合意が必要です。 

 そのため、センター(事務局)が把握していない、会員・発注者の 2者だけでの話

で就業していただいた場合、何か事故やトラブルがあった場合に事務局は契約外

として関われません。具体的にはシルバー保険の適用や、法的トラブルへの対処等

が出来ませんのでご注意ください。 

 万一のトラブルを回避するために、必ず作業前に事務局に連絡をお願いします。 

 以上のことは今年度の就業承諾書にも記載がありますので、ご確認をお願いし

ます。 

 令和 7 年 12 月 23 日にサン

サンホーム駐車場に若狭シル

バー人材センターの案内看板

が設置されました。(写真) 

有限会社 サッシサービス

工業様からご寄贈いただきま

した。立派な案内看板を本当

にありがとうございました。 

 

3.000円でご購入 
いただけます。 

 

○機械器具取り扱い講習会 
 日 時：令和８年４月２３日（木）９：３０～ 

場 所：若狭シルバー人材センター別館作業所 

内 容：自走式除草機、草刈機、散布機、 

チェーンソーの操作方法、 

機械使用時の注意点など       

対象者：機械器具を使用し就業する会員と希望者。 

 

案 内 板 設 置 

○ 班 全 体 会 の 日 程 
 

 職群班再編成の班全体会を下記日程にて行います。職群班で行っている仕事については、その職群所属の方に優

先して紹介させていただきますので、希望される方は必ず全体会に出席して登録して下さい。 

 必ず事務局まで事前に連絡申し込みをし、出席をおねがいします。 

・各職群班全体会実施日 

除 草 班    ３月１２日(木) １３:３０～  サン・サンホーム ２Ｆ 研修室 

くらし支援班       ３月１３日(金) １３:３０～  サン・サンホーム ２Ｆ 和室 

植木剪定班      ３月１３日(金) １３:３０～  サン・サンホーム ２Ｆ 研修室 

筆 耕 班    ３月２４日(火) １３:３０～  サン・サンホーム ２Ｆ 小会議室 

福祉家事援助サービス班 ３月２６日(木) １３:３０～  サン・サンホーム ２Ｆ 研修室 

※各班の詳細については事務局担当者までお問合せください。 

参加される方は、事務局までお願いします。 


